
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

令和7年度子ども食堂ネットワーク補
助事業者への支援事業(府補助金
「大阪府新子育て支援交付金」の継
ぎ足し単独事業)

①燃料高騰や物価高の影響を受けている子ども食堂ネッ
トワーク補助金を受けて運営している事業者に、エネル
ギー・食料品価格の高騰分に対する補助を行い、子ども食
堂が安定して運営できるよう支援する。
②負担金、補助及び交付金
③1開催につき2500円で上限月2開催、全子ども食堂の総
開催回数200回
＠2,500×200回＝500,000円
④子ども食堂ネットワーク補助金事業を受けている子ども
食堂

R7.4 R8.3

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

泉南市学校給食費物価高騰対策支
援事業

①学校給食費の一部補助及び物価高騰に伴う給食の食
材費高騰分に必要な支援を市が実施することにより、市内
小中学校へ通学する児童及び生徒の保護者が負担する
学校給食費の負担軽減を図ることが目的である。
②小学校・中学校給食費の負担軽減に伴う経費
③小学校給食費負担軽減
1～6年生　1,000円×11月×2,848人＝31,328,000円
　中学校給食費負担軽減
1～3年生　1,000円×11月×1,579人＝17,369,000円
④泉南市学校給食会・泉南市中学校給食会（泉南市学校
給食費負担軽減補助金交付要綱第２条において、「この補
助金は市学校給食会が徴収し運営している学校給食費の
一部補助及び物価高騰に伴う給食費の食材費高騰分に
必要な支援を市が実施することにより、市内小中学校へ通
学する児童及び生徒の保護者が負担する学校給食費の
負担軽減を図ることを目的とする。」としている。）

R7.4 R8.3

3
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

泉南市トラック運送事業者燃料高騰
対策支援事業

①燃料油高騰が続き、経営状況の厳しい市内のトラック運
送事業者に対し、支援金を交付することで、持続的に安定
した経営の実現に資する効果を目的とする。
②委託料2,200,000円
③5,000円×400台＝2,000,000円（支援金）
　 200,000円（事務手数料）
④市内のトラック運送事業者

R7.6 R7.9

4
⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

幼稚園バス支援事業

①原油価格高騰の影響を受けている幼稚園バス委託事業
者への支援により安定的な運営を図る。
②幼稚園バス委託事業者
8.5ℓ（運行に伴う軽油）/日×203日/運行日数/×35.4（軽
油価格値上がり分）＝244,330円

R7.4 R8.3

5

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰に係る給食材料費補助事
業

①食材料費等の物価高騰により増加する市内保育施設の
負担を軽減することで、利用者への負担増を抑制する
②食材料費
③市内保育施設10か所　　1,000円×毎月初日の園児数
④市内保育施設10か所

R7.4 R8.3

6

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

物価高騰対応水道料金減免事業

①物価高騰の影響を受けている生活者等の活動基礎とな
る水道料金の基本料金部分を支援することで、生活者等
の活動を下支えする。
②大阪広域水道企業団への負担金として、水道基本料金
半額減免及びシステム改修費等に係る経費を繰り出す。
また、区域外給水の利用者に対しては支援金を交付する。
③システム改修費3,828千円（減免前後の料金計算及び集
計表・一覧表を抽出できる機能の構築、画面やハンディ
ターミナルの改修等）、運用テスト経費1,799千円、事務費
81千円（需用費（事務用品費等）、役務費（郵便料、口座振
替手数料）、減免支援費約82,000千円（年間総基本料金見
込額の1/2×減免期間0.5年）
④水道利用者（公共施設を除く、大口径含む全事業所及
び全世帯）

R7.4 R8.3

令和７年度　第２回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画



No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

令和７年度　第２回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

7

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策障害福祉サービス事業
所等支援事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる市内障害福祉サービス等事業者へのエネルギー・食
料品価格の高騰分に対する支援。
②負担金、補助及び交付金
③相談支援事業所　＠50,000×10事業所＝500,000円
　 居宅介護事業所　＠50,000×4事業所＝200,000円
　 通所系事業所　　＠150,000×30事業所＝4,500,000円
　 入所系事業所　　＠定員により200,000～400,000×16事
業所
　　　　　　　　　　　　　＝3,400,000円
   障害児通所支援事業所　＠150,000×12事業所＝
1,800,000円
　移動支援事業　＠50,000×18事業所＝900,000円
　日中一時支援事業　＠50,000×9事業所＝450,000円
　予備　150,000円
④市内障害福祉サービス等事業所を運営する法人

R7.9 R8.3

8

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策介護サービス事業所等
支援事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる市内老人福祉施設・介護事業者等へのエネルギー・
食料品価格の高騰分に対する支援。
②負担金、補助及び交付金
③訪問系事業所　＠50,000×72事業所＝3,600,000円
　 通所系事業所　＠150,000×24事業所＝3,600,000円
　 入所系事業所50人以上 ＠400,000×10事業所＝
4,000,000円
　入所系事業所30人以上50人未満 ＠300,000×4事業所
＝1,200,000円
　入所系事業所30人人未満　＠200,000×14事業所＝
2,800,000円
④市内民間老人福祉施設及び介護保険事業所

R7.10 R8.3


